
 セクシュアルハラスメントによる精神障害の  

労災請求に関する相談窓口について  
  

  

  

長崎労働局では、職場におけるセクシュアルハラスメントによる精神障害

に関して労災請求相談窓口を開設しております。  

  

  相談は臨床心理士の資格を有する専門の女性調査員が応じます。  

  

  プライバシーは厳守しますので、お気軽にご相談ください。  

  

  
   

   お問い合わせ先  

  

        長崎労働局労働基準部労災補償課  

        電話 ０９５（ ８０１ ） ００１２（ 直通 ）  

        （ 受付時間 平日 午前９時から午後５時まで）  

 

 

 

 
 

   

 
 

       

 
 

 
   

 
 

    

 

  

 
 

    
 
  

         
 
  

 
  

 
 

  


